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告 
 

示 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
し
た
平
成
二
十
五
年
度
埼
玉
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

四
号
）
を
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
七
十
六
号



   平成２５年度埼玉県一般会計補正予算（第４号） 

 平成２５年度埼玉県一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ140,220千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,685,741,110千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。 

 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

款 項  補 正 前 の 額   補 正 額  計 

13 繰 越 金     745,148  140,220  885,368  

 

 

  1 繰 越 金  745,148  140,220  885,368  

歳     入     合     計 1,685,600,890  140,220  1,685,741,110  

 歳  出                           （単位 千円）   

款 項  補 正 前 の 額   補 正 額  計 

2 総 務 費     88,172,907  140,220  88,313,127  

   7 選 挙 費 

 

 2,504,509  140,220  2,644,729  

歳     出     合     計 1,685,600,890  140,220  1,685,741,110  

 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
心
の
子
育
て
支
援
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ザ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

友
永 

幸
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
鴻
巣
市
小
谷
二
千
九
十
八
番
地
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
に
関
す
る
様
々
な
問
題
や
不
安
を
抱
え
た
保
護
者
に
対
し
、
精
神
的

に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、
子
の
安
全
と
安
心
を
守
り
健
や
か
な
成
長
を
促
し
、
ま
た
、
そ
の

た
め
に
必
要
な
知
識
を
学
び
合
う
こ
と
で
保
護
者
自
身
の
子
育
て
に
対
す
る
意
識
の
向
上
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
七
号



告 
 

示 
 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
や
ま
生
涯
学
習
を
す
す
め
る
市
民
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

藤
原 

俊
昭 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
狭
山
市
中
央
一
丁
目
二
十
三
番
三
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
「
学
び
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
狭
山
市
内
で
活
動
す
る
個
人
や
団
体
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
と
支
援
を
一
層
進
め
、
市
民
が
元
気
で
い
き
い
き
と
活
動
で
き
る
ま
ち
「
生
涯
学

習
都
市
さ
や
ま
」
の
実
現
を
進
め
る
。 

 
 

併
せ
て
、
こ
の
法
人
は
、
市
民
が
自
主
的
且
つ
円
滑
に
生
涯
学
習
活
動
に
取
り
組
め
る
よ
う

に
、
行
政
や
学
校
、
企
業
、
団
体
と
連
携
し
て
、
狭
山
市
の
生
涯
学
習
を
普
及
、
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
八
号



告 
 

示 

 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
三
十
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
か
ら
本
庄
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
本
庄
都
市
計
画
本
庄
新

都
心
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
事
後
調
査
書
（
工
事
中
）
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
例
第

三
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

縦
覧
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

本
庄
市
拠
点
整
備
推
進
課 

 
 

深
谷
市
都
市
計
画
課 

 
 

美
里
町
建
設
環
境
課 

 
 

上
里
町
ま
ち
整
備
環
境
課 

二 

縦
覧
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日
（
火
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で
（
た
だ
し
、 

 

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

      

埼
玉
県
告
示
第
七
十
九
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
里
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
の
土
地
改
良
事
業
（
維
持

管
理
事
業
）
計
画
の
変
更
認
可
申
請
を
平
成
二
十
六
年
一
月
十
六
日
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同

法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び

当
該
決
定
に
係
る
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
三
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

熊
谷
市
役
所 

 
 

行
田
市
役
所 

 
 

深
谷
市
役
所 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
号



告 
 

示 

  

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許

可
番
号 

有
限
会
社
フ
ォ
レ

ス
ト
ン 

有
限
会
社
渡
辺
土

建 有
限
会
社
浜
田
設

備 有
限
会
社
宮
葉
建

装 有
限
会
社
ダ
イ
ナ

店
装 

有
限
会
社
グ
リ
ー

ン
ス
ペ
ー
ス 

林
山
組 

商
号
又
は
名
称 

埼
玉
県
三
郷
市
早
稲
田
六

丁
目
二
〇
番
地
一
四 

埼
玉
県
八
潮
市
大
曽
根
五

一
八
番
地
一 

埼
玉
県
八
潮
市
中
央
一
丁

目
一
八
番
地
五
グ
リ
ー
ン

パ
ー
ク
第
五
八
潮
一
〇
一

号
室 

埼
玉
県
新
座
市
野
寺
五
丁

目
三
番
三
七
号
サ
ニ
ー
プ

レ
ス
キ
ャ
ッ
ス
ル
Ａ
棟
一

〇
八
号
室 

埼
玉
県
上
尾
市
浅
間
台
二

丁
目
二
一
番
地
一
九 

埼
玉
県
秩
父
市
日
野
田
町

二
丁
目
二
三
番
六
号 

埼
玉
県
熊
谷
市
中
奈
良
二

三
一
〇
番
地
三 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

立
石 

俊
之 

渡
邉 

明
男 

濱
田 

康
昭 

千
葉 

絵
美 

大
内 

修 

佐
藤 

洋 

菊
地 
國
男 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
五
六
七
七
三
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
五
八
九
〇
四
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
五
四
四
八
六
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
六
四
三
四
一
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
五
九
二
九
五
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
〇
） 

第
五
八
七
七
二
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
五
九
五
〇
七
号 

許
可
番
号 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
一
号



     

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
（
一
般
建
設
業
の
許
可
）
の
取
消
し 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
五
十
二
号
に
よ
り
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で

き
な
い
旨
の
公
告
を
行
っ
た
が
、
公
告
後
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
し
出
が
な
く
、
こ
の

こ
と
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
。 

有
限
会
社
大
和
建

設 

 

市
原
鉄
筋 

 

長
谷
川
工
務
店 

 

北
日
本
産
業 

 

株
式
会
社
ア
ー
バ

ン
ハ
ウ
ス 

 

有
限
会
社
重
信
建

業 三
橋
建
設
工
業
株

式
会
社 

商
号
又
は
名
称 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大

字
谷
口
一
二
六
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大

字
下
細
谷
五
六
七
番
地
二 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大

字
菅
谷
五
五
八
番
地
三 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町

大
字
阿
諏
訪
三
二
番
地
一 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
松
ヶ
丘

一
丁
目
六
番
地
五 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
欠
ノ

上
六
八
番
地
六 

埼
玉
県
三
郷
市
三
郷
一
丁

目
二
五
番
一 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

石
森 

都 

 

市
原 

慎
二 

 

長
谷
川 

善
一 

 

赤
根 

博
幸 

 
岩
野 

幸
男 

  

重
信 

龍
一 

橋
本 

亜
信 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
二
） 

第
六
四
八
五
六
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
二
） 

第
六
四
七
八
〇
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
六
四
二
一
九
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
二
） 

第
六
五
〇
〇
三
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
六
三
九
四
一
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
一
） 

第
六
三
三
三
五
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
│
二
二
） 

第
六
四
八
七
二
号 

許
可
番
号 



告 
 

示 

 
 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 
 

埼
玉
教
育
会
館 

三
〇
五
会
議
室 

平
成
二
十
六
年

二
月
十
三
日
午

前
九
時
三
十
分 

聴

聞

の

日

時 

株
式
会
社
魚
野

開
発 

 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

 
代
表
取
締
役 

 
 

切
上 

英
二 

被
聴
聞
者
の
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
） 

埼
玉
県
川
口
市
桜
町

一
丁
目
十
四
番
十
三

号 被
聴
聞
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
二
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

内 

藤 

敏 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

青
梅
飯
能
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

 

飯
能
市
茜
台
一
丁
目
三
番
一
地
先
か

ら
飯
能
市
茜
台
一
丁
目
三
番
一
地
先

ま
で 

 
区 

 
 

 

間 

 

二
五
・
二
五
～ 

 
 

 
 

六
二
・
七
〇 

  

二
五
・
六
五
～ 

 
 

 
 

六
一
・
五
五 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

一
〇
一
・
三
四 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

土
地
区
画
整
理
事
業
に

伴
う
道
路
整
備 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

内 

藤 

敏 

夫 
 

 
 

 
 

 
 



 

   

県
道
青
梅
飯
能
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

飯
能
市
茜
台
一
丁
目
三
番
一
地
先
か
ら

飯
能
市
茜
台
一
丁
目
三
番
一
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

延
長
一
〇
一
・
三
四 

メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
四
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
六
日 

 
 

越
建
セ
第
四
七
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
一
丁
目
千
六
百
九
十
番
、
千
六
百
九
十
一
番
、
千
六
百
九
十

二
番
、
千
六
百
九
十
三
番
、
千
六
百
九
十
四
番 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号 

 
 

株
式
会
社
飯
田
産
業 

代
表
取
締
役 

兼
井
雅
史 



 
 
 
 
 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
号 

 

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
及
び
農
業
委
員
会
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
に
お
い
て
例
に
よ
る

場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し

た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

株
式
会
社
ユ
ニ
マ
ッ
ト
そ
よ
風 

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム 

さ
い
た
ま
ケ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
よ
風 

 
 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
道
祖
土
一

丁
目
七
番
三
十
九
号 

 
 

所 
 

在 
 

地 


